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（目的） 
第１条 この規程は、職員給与規程（人事－法Ａ－職員給与。以下「職員給与規程」という。）

第４条第７項に規定する諸手当の支給基準及び支給額に関し、必要な事項を定めることを目

的とする。 
 
（職責手当） 
第２条 職責手当は、別表第１に掲げる職にある職員に対して支給する。 
２ 前項に規定する職員に支給する職責手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 
一 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員の属する職務の級及び職責手当支給要領（人事

－法Ｂ－職責要領。以下「職責要領」という。）の別表に掲げる区分に応じ、別表第１の

２に掲げる額（育児短時間勤務職員にあってはその額に算出率（職員の勤務時間、休暇等

に関する規程（人事－法Ａ－勤務時間。以下「職員勤務時間規程」という。）第３条第１

項ただし書又は同条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項本文

に規定する勤務時間で除して得た数をいう。以下同じ。）を乗じて得た額とし、その額に

１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。） 
二 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の属する職務の級及び職責要領の別表に掲げ

る区分に応じ、別表第１の４に掲げる額 
三 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員は除く。以下同じ。） 当該職員の属する

職務の級及び職責要領の別表に掲げる区分に応じ、別表第１の４に掲げる額 
四 暫定再任用短時間勤務職員 当該職員の属する職務の級及び職責要領の別表に掲げる

区分に応じ、別表第１の４に掲げる額に算出率を乗じて得た額とし、その額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額 
３ 削除 
４ 第１項の規定にかかわらず、別表第１に掲げる職を占める職員が、月の１日から末日まで

の期間の全日数にわたって勤務しなかった場合（職員給与規程第９条第１項の規定による休

職の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により承認を得

て勤務しなかった場合を除く。）には、職責手当は支給しない。 
５ 第１項の規定にかかわらず、国際機関等派遣職員には職責手当は支給しない。 
６ 職員給与規程第１２条３の規定の適用を受ける職員に対する第２項の規定の適用につい 

ては、当分の間、同項第一号中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に１００分の７０を 
乗じて得た額（その額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上 
１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額）」とする。 

 
（専門スタッフ職調整手当） 
第２条の２ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が３級であるものが

極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重

要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられ

た場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。 
２ 専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額（管理監督職勤務上限年齢により他の官職へ

の降任等をされた職員については、俸給月額と管理監督職勤務上限年齢調整額の合計額）に

百分の十を乗じて得た額とする。 
３ 前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、理事 

長が定める。 
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（扶養手当） 
第３条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第二号から第五号

までのいずれかに該当する扶養親族（第三項において、「扶養親族たる父母等」という。）

に係る扶養手当は、職員給与規程別表第１に掲げる一般職俸給表の適用を受ける職員でその

職務の級が９級以上であるもの及び職員給与規程別表第２に掲げる専門スタッフ職俸給表

の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上であるもの（以下「９級以上職員等」という。）

に対しては、支給しない。 
２ 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者であって、他に生計の途がなく主としてその職

員の扶養を受けている者をいう。ただし、第一号から第四号に掲げる者にあっては血族又は

法定血族に限る。 
  
 一 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 

二 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 
 三 満６０歳以上の父母及び祖父母 

四 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹 
 五 重度心身障害者 
３ 扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族（次項において「扶養親族たる子」と

いう。）については１人につき１３，０００円、扶養親族たる父母等については１人につき

６，５００円（一般職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるもの及び専門

スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が２級であるもの（以下「８級職員等」

という。）にあっては、３，５００円）とする。 
４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の

規定にかかわらず、５，０００円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額

を同項の規定による額に加算した額とする。 
５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の

支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 
６ 扶養手当の支給を受けようとする職員は、理事長又はその委任を受けた者に届け出なけれ

ばならない。 
 
第４条 削除 
 
（地域手当） 
第５条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等

を考慮して理事長が認めた地域で別表第２に掲げる在勤所（以下「所」という。）に在勤す

る職員に支給する。 
２ 地域手当の月額は、その職員の俸給、職責手当、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の

月額の合計額に、その職員が在勤する所に対応した別表第２に掲げる地域手当支給割合を乗

じて得た額とする。 
３ 職員がその在勤する所を異にして異動した場合（これらの職員が当該異動日の前日に在勤

していた所に引き続き６箇月を超えて在勤していた場合に限る。）において、異動の直後に

在勤する所に係る地域手当支給割合（以下この項において「異動後の支給割合」という。）

が、当該異動の日の前日に在勤していた所に係る地域手当支給割合（以下この項において「異

動前の支給割合」という。）に達しない場合には、前２項の規定にかかわらず、当該職員に
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は、当該異動の日から３年を経過するまでの間（次の各号に定める割合が異動後の支給割合

（異動後の支給割合が当該異動後に変更された場合は、当該変更後の異動後の支給割合）以

下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。）、次の各

号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の地域手当を支給する。

ただし、当該職員が当該異動の日から３年を経過するまでの間に更に在勤する所を異にして

異動した場合における当該職員に対する地域手当の支給については、別に定めるものとす

る。 
 一 当該異動の日から同日以後１年を経過する日までの期間  
   異動前の支給割合（異動前の支給割合が当該異動後に、当該異動の日の前日の異動前の

支給割合を超えた場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号及び

第三号において同じ。） 
 二 当該異動の日から同日以後２年を経過する日までの期間（前号に掲げる期間を除く。） 
   異動前の支給割合に１００分の８０を乗じて得た割合 
 三 当該異動の日から同日以後３年を経過する日までの期間（前２号に掲げる期間を除く。） 
   異動前の支給割合に１００分の６０を乗じて得た割合 
４ 前項の規定は、別表第２に掲げる所に在勤する職員が、同表に掲げる所以外の所に異動し

た場合においても同様に取り扱うものとする。 
５ 前３項の規定にかかわらず、算定した額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた額とする。 
６ 独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「機構」という。）以外の国家公務員、地方公

務員又は公庫の予算及び決算に関する法律（昭和２６年法律第９９号）第１条に規定する公

庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別に定めるも

のに使用される者から異動した職員（以下「国等から異動した職員」という。）への地域手

当の支給は、他の職員との権衡を考慮する。 
 
（広域異動手当） 
第５条の２ 職員がその在勤する所を異にして異動した場合又は職員の在勤する所が移転し

た場合において、当該異動又は移転（以下この条において「異動等」という。）の日の前日

に在勤していた所の所在地と当該異動等の直後に在勤する所の所在地との間の距離及び異

動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する所の所在地との間の距離がいずれも６０

キロメートル以上であるとき（当該住居と所との間の距離が６０キロメートル未満である場

合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と所との間の距離が６０キロメートル

以上である場合に相当すると認められる場合を含む。）は、当該職員には、当該異動等の日

から３年を経過する日までの間、俸給、職責手当、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の

月額の合計額に当該異動等に係る所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定

める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。 
一 ３００キロメートル以上 １００分の１０ 
二 ６０キロメートル以上３００キロメートル未満 １００分の５ 

２ 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動

等（以下この項において「当初広域異動等」という。）の日から３年を経過する日までの間

の異動等（以下この項において「再異動等」という。）により前項の規定により更に広域異

動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割

合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係

る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当

初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合
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が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等

に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支

給しない。 
３ 国等から異動した職員、国家公務員法の規定により退職した日の翌日に定年前再任用短時

間勤務職員に採用された職員及び定年退職日の翌日に暫定再任用職員又は暫定再任用短時

間勤務職員に採用された職員であって、当該異動に伴い勤務場所に変更があった職員への広

域異動手当の支給は、他の職員との権衡を考慮する。 
４ 前３項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域

手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前３項の規定による

広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合におい

て、前３項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるとき

は、広域異動手当は、支給しない。 
５ 広域異動手当の月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当

該広域異動手当の月額とする。 
 
（住居手当） 
第６条 住居手当は、次に掲げる各号のいずれかに該当する職員に支給する。 
 一 自ら居住するため住宅（賃貸を含む。次号において同じ。）を借り受け、月額１６，０

００円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払っている職員（国家公務員宿舎

法（昭和２４年法律第１１７号）第１３条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支

払っている職員を除く。） 
 二 第８条第１項又は第４項（定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任

用短時間勤務職員を除く。）の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者（届

出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）が居住するための住宅（国

家公務員宿舎法第１３条の規定による有料宿舎を除く。）を借り受け、月額１６，０００

円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると理事長が

認めたもの 
２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額（当該各

号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額）とする。 
 一 前項第一号に掲げる職員 
   次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額（その額に１００円未満の端数

を生じたときは、これを切り捨てた額）に相当する額 
  ア 月額２７，０００円以下の家賃を支払っている職員 
    家賃の月額から１６，０００円を控除した額 
  イ 月額２７，０００円を超える家賃を支払っている職員 
    家賃の月額から２７，０００円を控除した額の２分の１（その控除した額の２分の１

が１７，０００円を超えるときは、１７，０００円）を１１，０００円に加算した額 
 二 前項第二号に掲げる職員 
   前号の規定の例により算出した額の２分の１に相当する額（その額に１００円未満の端

数を生じたときは、これを切り捨てた額） 
３ 住居手当の支給を受けようとする職員は、理事長又はその委任を受けた者に届け出なけれ

ばならない。 
 
（通勤手当） 
第７条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。ただし、当該職員が出張、休暇、欠
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勤、その他の事由により、月の１日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこと

となるときは、その月の通勤手当は支給しない。 
 一 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）を利用してその運

賃又は料金（以下「運賃等」という。）を負担することを常例とする職員（交通機関等を

利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を

利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満

であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。） 
 二 通勤のため自動車その他の交通の用具で理事長が認めるもの（以下「自動車等」という。）

を使用することを常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難

である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした

場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） 
 三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用すること

を常例とする職員（交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが

著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使

用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満で

あるものを除く。） 
２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
 一 前項第一号に掲げる職員 
   支給単位期間につき、別に定めるところにより算出した職員の支給単位期間の通勤に要

する運賃等の額に相当する額（以下「運賃等相当額」という。）。 
   なお、運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理

的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。 
 二 前項第二号に掲げる職員 
   次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額。ただし、

第１０条第１項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員並びに定年前再任用短時

間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員のうち１箇月当たりの出勤所要日数が１０日

に満たない職員にあっては、次に定める額の２分の１の額とする。 
  ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が片道５キロメー

トル未満である職員 
    ２，０００円 
  イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である職員 
    ４，２００円 
  ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である職員 
    ７，３００円 
  エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である職員 
    １０，４００円 
  オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である職員 
    １３，５００円 
  カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である職員 
    １６，６００円 
  キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である職員 
    １９，７００円 
  ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である職員 
    ２２，８００円 
  ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である職員 
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    ２５，９００円 
  コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である職員 
    ２９，１００円  
  サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である職員 
    ３２，３００円  
  シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である職員 
    ３５，５００円  
  ス 使用距離が片道６０キロメートル以上６５キロメートル未満である職員      
    ３８，７００円 
  セ 使用距離が片道６５キロメートル以上７０キロメートル未満である職員      
    ４２，２００円 
  ソ 使用距離が片道７０キロメートル以上７５キロメートル未満である職員      
    ４５，７００円 
  タ 使用距離が片道７５キロメートル以上８０キロメートル未満である職員      
    ４９，２００円 
  チ 使用距離が片道８０キロメートル以上８５キロメートル未満である職員      
    ５２，７００円 
  ツ 使用距離が片道８５キロメートル以上９０キロメートル未満である職員      
    ５６，２００円 
  テ 使用距離が片道９０キロメートル以上９５キロメートル未満である職員      
    ５９，６００円 
  ト 使用距離が片道９５キロメートル以上１００キロメートル未満である職員      
    ６３，０００円 
  ナ 使用距離が片道１００キロメートル以上である職員      
    ６６、４００円 
 
 三 前項第三号に掲げる職員 
   交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした

場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮した別に定

める区分に応じ、前二号に定める額、第一号に定める額又は前号に定める額 
３ 所を異にする異動又は在勤する所の移転に伴い、所在する地域を異にする所に在勤するこ

とになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることになった職員で、当該異動又は所の

移転の直前の住居（当該住居に相当する住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等の

特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（以下「新幹線鉄道等」という。）を利

用し、その利用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基

礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。）を負担することを常例とする

ものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 
 一 新幹線鉄道等の利用に特別料金等に係る通勤手当 

支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に

要する特別料金等の額に相当する額（以下「特別料金等相当額という。） 
二 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 

前項の規定による額 
４ 前項の規定は、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者、国等から異動した職員、国

家公務員法の規定により退職した日の翌日に定年前再任用短時間勤務職員に採用された職



諸手当支給規程 8／36 

員及び定年退職日の翌日に暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員に採用された職

員のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に相

当する住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金

等を負担することを常例とするもの（任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。）そ

の他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるもの

として別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。 
５ 第一項第二号又は第三号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（その所在地及び

利用形態が別に定める要件を満たすものに限る。以下「駐車場等」という。）を利用し、そ

の料金を負担することを常例とするもの（別に定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前

三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 
一 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、五千円を超えない範囲内で一箇月当た

りの駐車場等の料金に相当する額として次に定める額（２以上の駐車場等を利用する場

合はそれぞれの駐車場等について次のアからウまでに定める額を合計した額） 
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 

    当該料金の額 
  イ 駐車場等の料金を定める期間（月又は年によって定めた期間に限る。）が２以上の月

にわたる場合 
    当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額（その額に１円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた額） 
  ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 

    別に定める額 
二 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前三項の規定による額 

６ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以上ある場合に

おいては、その合計額）、第２項第二号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期

間の月数で除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合においては、その合計額）及び前

項第一号に定める額の合計額が１５０，０００円を超える職員の通勤手当の額は、第２項か

ら前項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単

位期間につき、１５０，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。 
７ 通勤手当の支給を受けようとする職員は、理事長又はその委任を受けた者に届け出なけれ

ばならない。  
８ 通勤手当は、支給単位期間（別に定める通勤手当にあっては、その期間）に係る最初の月

（当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として別に定める場合にあっては、その翌

月）の、職員給与規程第７条に規定する給与の支給定日に支給する。 
９ 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の事由が生じた場合には、当該職員に、支

給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるも

のとする。 
１０ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として６箇月

を超えない範囲内で１箇月を単位として別に定める期間（自動車等及び駐車場等に係る通勤

手当にあっては、１箇月）をいう。 
１１ 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の

支給及び返納に関して必要な事項は、別に定める。 
 
（単身赴任手当） 
第８条 所を異にする異動又は在勤する所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の
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理事長が認めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員

で、当該異動又は所の移転の直前の住居から当該異動又は所の移転の直後に在勤する所に通

勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活する

ことを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する

所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りで

ない。 
２ 単身赴任手当の月額は、３０，０００円（職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離（以

下単に「交通距離」という。）が１００キロメートル以上である職員にあっては、その額に、

別表第３に掲げる交通距離に応じた額を加算した額）とする。 
３ 単身赴任手当の支給を受けようとする職員は、理事長又はその委任を受けた者にその旨を

届け出なければならない。  
４ 新たに俸給表の適用を受ける職員となった者、国等から異動した職員、国家公務員法の規

定により退職した日の翌日に定年前再任用短時間勤務職員に採用された職員及び定年退職

日の翌日に暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員に採用された職員への単身赴任

手当の支給は、他の職員との権衡を考慮する。 
 
（届出内容の変更） 
第９条 第３条及び前３条の規定による届出を行った職員は、その届出内容に変更が生じた場

合には、理事長又はその委任を受けた者にその変更内容を直ちに届け出なければならない。 
 
（在宅勤務等手当） 
第１０条 住居その他これに準ずるものとして在宅勤務実施要領第５条で定める場所におい

て、正規の勤務時間（休暇により勤務しない時間その他別に定める時間を除く。）の全部を

勤務することを、３箇月以上の期間について１箇月当たり平均１０日を超えて命ぜられた職

員には、在宅勤務等手当を支給する。 
２ 在宅勤務等手当の月額は、３，０００円とする。 
３ 前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。 
 
（寒冷地手当） 
第１１条 寒冷地手当は、毎年１１月から翌年３月までの各月の初日（以下「寒冷地手当基準

日」という。）において、別表第４に掲げる所（以下「寒冷地所在所」という。）に在勤す

る職員に支給する。ただし、次の各号に掲げる者には支給しない。 
  一 寒冷地手当基準日に職員でなくなった者 
  二  寒冷地手当基準日に寒冷地から寒冷地以外の地域に異動した者 
  三 寒冷地手当基準日の属する各月の全日数にわたって本邦外にある者。ただし、世帯主で

ある職員でその扶養親族が当該期間内に本邦に居住する者を除く。 
  四 本邦外から本邦に帰還後身分保留期間中の者 
 五 刑事休職者 
 六 無給休職者 
 七 停職者 
 八 専従休職者 
 九 育児休業者 
 十 自己啓発等休業者 
 十一 配偶者同行休業者 
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第１２条  寒冷地手当基準日に寒冷地所在所に在勤する職員には、寒冷地手当基準日における

寒冷地所在所及び世帯等の区分に応じて別表第４に掲げる額を支給する。 
 
第１３条  削除 
 
第１４条 第１２条第１項に規定の寒冷地手当は、職員給与規程第７条に規定する給与の支給

定日に支給する。 
 
（時間外勤務手当） 
第１５条 職員勤務時間規程第６条に定める正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）

を超えて勤務することを命ぜられた職員には、その命によって勤務した全時間に対して、当

該勤務１時間につき、勤務１時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした次の各号

に掲げる区分に応じた割合（午後１０時から翌日の午前５時までの間の勤務にあっては、そ

の割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給す

る。 
 一 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 
   １００分の１２５ 
 二 前号に掲げる勤務以外の勤務 
   １００分の１３５ 
２ 削除 
３ 育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員が、正

規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤

務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が７時間４５分に達するまで

の間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次

の各号に掲げる区分に応じた割合」とあるのは「１００分の１００」とする。 
４ 職員勤務時間規程第１１条に定める振替休日に勤務することを命ぜられた職員には、前項

の規定にかかわらず、その命によって勤務した全時間に対して、当該勤務１時間につき、勤

務１時間当たりの給与額に、１００分の１３５（午後１０時から翌日の午前５時までの間の

勤務にあっては、その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務

手当として支給する。 
５ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時

間が１箇月について６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対

して、前４項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、勤務１時間当たりの給与額に１００

分の１５０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の

１７５）を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 
６ 別に定める代替休暇を指定された場合において、当該代替休暇に職員が勤務しなかったと

きは、前項に規定する６０時間を超えて勤務した全時間のうち当該代替休暇の指定に代えら

れた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間１時間につき、次条に規定する

勤務１時間当たりの給与額に１００分の１５０（その時間が午後１０時から翌日の午前５時

までの間である場合は、１００分の１７５）から第１項に規定する割合（その時間が午後１

０時から翌日の午前５時までの間である場合は、その割合に１００分の２５を加算した割

合）を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。 
７ 第３項に規定する７時間４５分に達するまでの間の勤務に係る時間について前２項の規

定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第１

項に規定する割合」とあるのは、「１００分の１００」とする。 
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８ 第２条第１項の規定に基づき職責手当が支給される職員及び専門スタッフ職俸給表の適

用を受ける職員でその職務の級が２級以上であるものには、時間外勤務手当を支給しない。

ただし、午後１０時から翌日の午前５時までの間の勤務にあっては、時間外勤務手当を支給

する。 
 
（勤務１時間当たりの給与額） 
第１５条の２ 前条に規定する勤務１時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する

地域手当及び広域異動手当の月額並びに職責手当及び寒冷地手当の月額の合計額を当該年

度の一月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。 
２ 前項の規定により勤務１時間につき支給する時間外勤務手当を算定する場合において、当

該額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生

じたときはこれを１円に切り上げるものとする。 
 
（夜勤手当） 
第１５条の３ 正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務するこ

とを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、前条に規

定する勤務１時間当たりの給与額の１００分の２５を夜勤手当として支給する。 
 
（期末手当） 
第１６条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下これらの日を「期末手当基準日」とい

う。）にそれぞれ在職する職員のうち、次の各号に掲げる者以外の職員に対して、それぞれ

期末手当基準日の属する月の職員給与規程に定める日に支給する。期末手当基準日前１箇月

以内に退職し、若しくは国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第３８条第一号に該当

して同法第７６条の規定により失職し、又は死亡した職員（職員給与規程第９条第７項の規

定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。）についても、同様とする。 
 一 無給休職者 
 二 刑事休職者 
  三 停職者 
  四 専従休職者 
  五 無給派遣者 
 六 育児休業者（期末手当基準日以前に勤務した期間がある者を除く。） 
 七 自己啓発等休業者 
 八 配偶者同行休業者 
２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２６．２５を乗じて得た額（職員給与規

程別表第１の７級以上を適用され、かつ、職責手当の区分が１種又は２種を適用されている

職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が２級以上の職員

（以下「特定管理職員」という。）にあっては、１００分の１０６．２５を乗じて得た額）

に、期末手当基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間（人事院規則９－４０

（期末手当及び勤勉手当）第６条第１項の第一号及び第二号に掲げる職員であった期間並び

に国の職員及び独立行政法人通則法（平成１１年法律１０３号）第２条に規定の独立行政法

人の職員であった期間がある場合にはこれを含む。）の区分に応じて、次に掲げる割合を乗

じて得た額とする。ただし、その乗じて得た額に１円未満の端数を生じたときは、これを切

り捨てた額とする。 
 一 ６箇月 １００分の１００ 
 二 ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 
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 三 ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 
 四 ３箇月未満 １００分の３０ 
３ 定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に対する前

項の規定の適用については同項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の７１．

２５」と、「１００分の１０６．２５」とあるのは「１００分の６１．２５」とする。 
４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれの期末手当基準日現在（退職し、若しくは失職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在）において職

員が受けるべき俸給の月額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対

する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。  
５ 別表第１０に掲げる職務の級を適用されている職員又は任期付職員の任用等に関する規

程（人事－法Ａ－任期付職員。以下「任期付職員規程」という。）別表第１の俸給表の号俸

を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給の月額

（管理監督職勤務上限年齢により他の官職への降任等をされた職員については、特定日俸給

月額と管理監督職勤務上限年齢調整額の合計額）及び専門スタッフ職調整手当の月額並びに

これに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に当該職員の職務の級等に応じて

別表第１０に掲げる加算割合を乗じて得た額（特定管理職員又は任期付職員規程別表第１の

俸給表の５号俸以上の職員にあっては俸給月額に当該職員の種別に応じて別表第１１に掲

げる加算割合を乗じて得た額を加算した額）を加算した額を第２項の期末手当基礎額とす

る。ただし、その期末手当基礎額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額と

する。 
 
第１７条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかかわらず、当該各号

の期末手当基準日に係る期末手当（第四号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止め

た期末手当）は、支給しない。 
一 期末手当基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第８

２条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員 
二 期末手当基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第７

６条の規定により失職した職員（同法第３８条第一号に該当して失職した職員を除く。） 
三 期末手当基準日前１箇月以内又は期末手当基準日から当該基準日に対応する支給日の

前日までの間に離職した職員（前二号に掲げる者を除く。）で、その離職した日から当該

支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの 
四 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者（当該処分を

取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上

の刑に処せられたもの 
 
第１８条 理事長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた

職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該

期末手当の支給を一時差し止めることができる。 
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事

件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められている

ものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続による

ものを除く。第３項において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事

件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判

明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し
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期末手当を支給することが、機構の業務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する

制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 
２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下「一時差止処分」という。）

を受けた者は、国家公務員法第９０条の２に規定する処分説明書を受領した日から起算すべ

き期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止

処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。 
３ 理事長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当す

るに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第

三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的

に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 
 一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関

し禁錮以上の刑に処せられなかった場合 
 二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事

件につき公訴を提起しない処分があった場合 
 三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をさ

れることなく当該一時差止処分に係る期末手当の期末手当基準日から起算して１年を経

過した場合 
４ 前項の規定は、理事長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生

じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分

を取り消すことを妨げるものではない。 
５ 理事長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受け

るべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しな

ければならない。 
６ 一時差止処分に対する行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）による不服申立てにつ

いては、一時差止処分は国家公務員法第８９条第１項に規定する処分と、一時差止処分を受

けた者は同法第９０条第１項に規定する職員と、前項の説明書は同法第９０条の２の処分説

明書とそれぞれみなして、同法第９０条から第９２条の２までの規定を適用する。 
７ 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は別に定める。 
 
（業績手当） 
第１９条 業績手当は、６月１日及び１２月１日（以下これらの日を「業績手当基準日」とい

う。）にそれぞれ在職する職員のうち、次の各号に掲げる者以外の職員に対し、その者の業

績評価に応じて、それぞれ業績手当基準日の属する月の職員給与規程に定める日に支給す

る。業績手当基準日前１箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第３８条第一号に該当し

て同法第７６条の規定により失職し、又は死亡した職員（職員給与規程第９条第７項の規定

の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。）についても同様とする。 
 一 休職者（公務傷病等の休職を除く。） 
  二 停職者 
 三 専従休職者 
 四 派遣職員 
 五 育児休業者（業績手当基準日以前に勤務した期間がある者を除く。） 
 六 自己啓発等休業者 
 七 配偶者同行休業者 
２ 業績手当の額は、業績手当基礎額に、業績手当基準日以前６箇月以内の期間における職員
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の在職期間の区分に応じて別表第１２に定める割合に、理事長が別に定める基準に従って定

める業績率を乗じて得た額とする。ただし、その乗じて得た額に１円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てた額とする。 
３ 前項の業績手当基礎額は、それぞれの業績手当基準日現在において職員が受けるべき俸給

の月額及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当

の月額を加えた額とする。 
４ 第１６条第５項の規定は、第２項の業績手当基礎額について準用する。この場合において、

同条第５項中「前項」とあるのは「第１９条第３項」と読み替えるものとする。 
５ 前２条の規定は、第１項の規定による業績手当の支給について準用する。この場合におい

て、第１７条中「前条第１項」とあるのは「第１９条第１項」と、同条第一号中「期末手当

基準日から」とあるのは「第１９条第１項」と、「業績手当基準日（第１９条第１項に規定

する業績手当基準日をいう。以下この条において同じ。）と、「支給日」とあるのは「支給

日（同項に規定する職員給与規程に定める日をいう。以下この条において同じ。）」と読み

替えるものとする。 
 
（再任用職員についての適用除外） 
第２０条 第３条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短

時間勤務職員には適用しない。 
 
（支給状況の事後確認）  
第２１条 理事長又はその委任を受けた者は、適宜支給要件等に関し事後確認を行わなければ

ならない。 
 
（別段の取扱い） 
第２２条 理事長は、他の職員との均衡その他の事情により、この規程により難い場合には、

別段の取扱いをすることができる。 
 
（本規程の管理部署） 
第２３条 本規程を管理する担当課は経営企画部人事企画課とする。 
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   附 則（平成 13･04･01 評基第０２７号） 
 （施行期日等） 
第１条 この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 
第２条 第５条、第１６条、第１８条及び第１９条に規定の別の定めを含め、その他この規定

の運用に関し必要な事項は別に定めるものとし、これらを定めるまでの間は、一般職の職員

の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）の適用を受ける国家公務員の例による。 
 
   附 則（平成 13･09･28 評基第００３号） 
 （施行期日） 
第１条 この規程は、平成１３年１０月１日から施行する。 
 
   附 則（平成 13･12･04 評基第００３号） 
 （施行期日） 
第１条 この規程は、制定の日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 
 
   附 則（平成 14･03･29 評基第００５号） 
 （施行期日） 
第１条 この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平成 14･11･29 評基第０１３号） 
 （施行期日等） 
第１条 この規程は、制定の日の属する月の翌月の初日（制定の日が月の初日であるときは、

その日）から施行する。 
第２条 平成１４年１２月に支給する期末手当の額は、前号の規定による変更後の諸手当支給

規程（以下この項において「変更後の諸手当支給規程」という。）第１６条の規定により算

出される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から、第一号に掲げる額

から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額（同号に掲げる額が第一号に掲げ

る額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額）とする。この場合

において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、

期末手当は支給しない。 
 一 平成１４年１２月１日（期末手当については変更後の諸手当支給規程第１６条第１項後

段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。）

まで引き続いて在職した期間で同年４月１日から施行日の前日までのもの（次号において

「継続在職期間」という。）について支給される給与のうち俸給、扶養手当並びにこれら

の額の変更により額が変動することとなる給与（次号において「俸給等」という。）の額

の合計額 
 二 継続在職期間について変更後の諸手当支給規程の規定による俸給月額並びに改正後の

諸手当支給規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額 
 
   附 則（平成 14･11･29 評基第０１４号） 
 （施行期日等） 
第１条 この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 
第２条 平成１５年６月に支給する期末手当に関する諸手当支給規程第１６条第２項の規定

の適用については、これら規定中「６箇月以内」とあるのは「３箇月以内」と、同項第一号

中「６箇月」とあるのは「３箇月」と、同項第二号中「５箇月以上６箇月未満」とあるのは
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「２箇月１５日以上３箇月未満」と、同項第三号中「３箇月以上５箇月未満」とあるのは「１

箇月１５日以上２箇月１５日未満」と、同項第四号中「３箇月未満」とあるのは「１箇月１

５日未満」とする。 
 
   附 則（平成 15･04･01 評基第００８号） 
 （施行期日） 
第１条 この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平成 15･12･01 評基第０１１号） 
 （施行期日等） 
第１条 この規程は、平成１５年１２月１日から施行する。ただし、第５条、第７条及び第１

６条並びに附則第４条の規定は、平成１６年４月１日から適用する。 
第２条 平成１５年１２月に支給する期末手当に関する第１６条第２項の規定の適用につい

ては、「１００分の１６０」とあるのは「１００分の１４５」と「１００分の１４０」とあ

るのは「１００分の１２５」と読み替える。 
第３条 平成１５年１２月に支給する期末手当の額は、前号の規定による変更後の第１６条の

規定により算出される期末手当の額（以下この号において「基準額」という。）から次に掲

げる額の合計額（以下この号において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。

この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。 
一 平成１５年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に新たに職員となった者に

あっては、新たに職員となった日）において職員が受けるべき俸給、職責手当、扶養手当、

調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当（別表３に掲げる加算額を除く。）の合計

額に１００分の１．０７を乗じて得た額に、同年４月から施行日の前日までの月数（同年

４月１日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されな

かった期間がある職員にあっては、当該月数から当該機関を考慮して定める月数を減じた

月数を減じた月数）を乗じて得た額 
二 平成１５年６月に支給された期末手当及び業績手当の合計額に１００分の１．０７を乗

じて得た額 
第４条 本規程施行の際、現に変更前の第５条の規定の適用を受けている職員に対する当該適

用に係る調整手当の支給に関する変更後の第５条の規定の適用については、同条第３項中

「場合（これらの職員が当該異動日の前日に在勤していた所に引き続き６箇月を超えて在勤

していた場合に限る。）」とあるのは「場合」と、「から２年を経過する」とあるのは「か

ら３年を経過する日又は平成１８年３月３１日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動の

日から１年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後１年を経過する日」とあるの

は「平成１７年３月３１日」と、同項第二号中「２年を経過する日」とあるのは「３年を経

過する日又は平成１８年３月３１日のいずれか早い日」と、同項中「前２項」とあるのは「附

則（平成 15･12･01 評基第０１１号）第４条の規定により読み替えて適用される前２項」と

する。 
 
   附 則（平成 16･04･01 評基第０９２号） 
 （施行期日） 
第１条 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平成 16･10･29 評基第００８号） 
 （施行期日） 
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第１条 この規程は、平成１６年１０月２９日から施行する。 
 （経過措置） 
第２条 第１１条から第１４条に規定する寒冷地手当の変更においては、次の経過措置をもう

ける。 
 一 平成１６年１０月２９日（以下「旧寒冷地手当基準日」という。）から引き続き変更前

の寒冷地所在所に在勤（その属する月が平成２２年３月までのものに限る。）し、旧寒冷

地手当基準日後に世帯等の区分に変更がない場合（変更後の寒冷地所在所に在勤する場合

を除く。） 
  ア 平成１６年１１月から平成１７年３月まで及び同年１１月から平成１８年３月まで

の各月 
変更前の寒冷地手当の額を５で除して得た額（以下「みなし寒冷地手当基礎額」と

いう。） 
イ 平成１８年以降の１１月から翌年３月までの各月 

みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる寒冷地手当基準日の属する月の

区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときに、みなし寒冷地手当基礎

額から同表の左欄に掲げる寒冷地手当基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に

掲げる額を減じた額 
 
 平成１８年１１月から平成１９年３月まで 

 
  ８，０００円 

 
 平成１９年１１月から平成２０年３月まで 

 
 １４，０００円 

 
 平成２０年１１月から平成２１年３月まで 

 
 ２０，０００円 

 
 平成２１年１１月から平成２２年３月まで 
 

 
 ２６，０００円 
 

  二 旧寒冷地手当基準日から引き続き変更後の寒冷地所在所に在勤（その属する月が平成２

１年３月までのものに限る。）し、旧寒冷地手当基準日後に世帯等の区分に変更がない場

合 
    ア 平成１６年度以降の１１月から翌年３月までの各月 

みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる寒冷地手当基準日の属する月

の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じた額が、変更後の寒冷地手当額を超える

ときに、当該減じた額 
 
 平成１６年１１月から平成１７年３月まで 

 
  ６，０００円 

 
 平成１７年１１月から平成１８年３月まで 

 
 １０，０００円 

 
 平成１８年１１月から平成１９年３月まで 

 
 １４，０００円 

 
 平成１９年１１月から平成２０年３月まで 

 
 １８，０００円 

 
 平成２０年１１月から平成２１年３月まで 

 
 ２２，０００円 
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  三 経過措置の適用を受け世帯等の区分に変更があった場合は、世帯等の区分の変更前と変

更後のみなし寒冷地手当基礎額のいずれか低い額 
 
   附 則（平成 17･07･01 評基第００１号） 
 （施行期日） 
第１条 この規程は、平成１７年７月１日から施行する。 
 
   附 則（平成 17･12･01 評基第０１７号） 
 （施行期日等） 
第１条 この規程は、平成１７年１２月１日から施行する。 
第２条 平成１７年１２月に支給する期末手当の額は、第１６条の規定により算出される期末

手当の額（以下この号において「基準額」という。）から次に掲げる額の合計額（以下この

号において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整

額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。 
 一 平成１７年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に新たに職員となった者に

あっては、新たに職員となった日）において職員が受けるべき俸給、職責手当、扶養手当、

調整手当、住居手当、単身赴任手当（別表３に掲げる加算額を除く。）の合計額に１００

分の０．３６を乗じて得た額に、同年４月から施行日の前日までの月数（同年４月１日か

ら施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間が

ある職員にあっては、当該月数から当該機関を考慮して定める月数を減じた月数を減じた

月数）を乗じて得た額 
 二 平成１７年６月に支給された期末手当及び業績手当の合計額に１００分の０．３６を乗

じて得た額 
 
   附 則（平成 18･03･31 評基第０３７号） 
 （施行期日等） 
第１条 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
第２条 この規程で「俸給」とあるのは、当分の間「職員給与規程附則（平成 18･03･31 評基第

036 号）第３条の規定により支給される額」と読み替える。 
 （地域手当に関する経過措置） 
第３条 第５条に規定する地域手当に関する経過措置等必要な事項は、一般職の職員の給与に

関する法律（昭和２５年法律第９５号）を適用される国家公務員の例に準じるものとする。 
 
   附 則（平成 19･03･27 評基第 016 号） 
 （施行期日等） 
第１条 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 
 （職責手当に関する経過措置） 
第２条 別表第１に掲げる職を占める職員のうち、職責手当の額が経過措置基準額（施行日の

前日に受けていた職責手当の額をいう。以下同じ。）（育児短時間勤務職員にあっては、当

該額に算出率を乗じて得た額。）に達しないこととなる職員（施行日において施行日の前日

に占めていた職責要領の別表に掲げる区分と同じ区分の職員に限る。）には、当該職責手当

の額のほか、当該職責手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間

の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）を職責手当として支給する。 
 一 平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで １００分の１００ 
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 二 平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで １００分の７５ 
 三 平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで １００分の５０ 
 四 平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで １００分の２５ 
（平成２０年３月３１日までの間における広域異動手当の支給割合の特例） 
第３条 平成２０年３月３１日までの間においては、第５条の２第１項第一号中「１００分の

６」とあるのは「１００分の４」と、同項第二号中「１００分の３」とあるのは「１００分

の２」とする。 
（広域異動手当に関する経過措置） 
第４条 第５条の２の規定は、平成１６年４月２日から施行日の前日までの間に職員がその在

勤する所を異にして異動した場合についても適用する。この場合において、同条第１項中「当

該異動等の日から」とあるのは、「平成１９年４月１日から当該異動等の日以後」とする。 
 
   附 則（平成 19･07･31 評基第 005 号） 
 （施行期日等） 
第１条 この規程は、平成１９年８月１日から施行する。 
 
  附 則（平成 19･12･03 評基第 014 号） 
 （施行期日） 
第１条 この規程は、平成１９年１２月３日から施行する。ただし、第３条第３項及び第４条

第３項の規定は、平成１９年４月１日から適用する。 
 
   附 則（平成 21･03･31 評基第 001 号） 
 （施行期日） 
第１条 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平成 21･06･23 評基第 011 号） 
 （施行期日） 
第１条 この規程は、制定の日から施行し、平成２１年６月１日から適用する。 
 （平成２１年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 
第２条 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第１６条第２項及び第３項の規定の 

適用については、第１６条第２項中「１００分の１４０」とあるのは「１００分の１２ ５」

と、「１００分の１２０」とあるのは「１００分の１１０」と、第３項中「「１０ ０分の１

４０」とあるのは「１００分の７５」」とあるのは「「１００分の１２５」と あるのは「１

００分の７０」」とする。 
 
   附 則（平成 21･12･01 評基第 010 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、平成２１年１２月１日から施行する。 
 （平成２１年１２月に支給する期末手当に関する特例措置） 
第２条 平成２１年１２月に支給する期末手当に関する第１６条第２項及び第３項の規定の

適用については、第１６条第２項中「１００分の１３０」とあるのは「１００分の１２５」

と、第３項中「１００分の８５」とあるのは「１００分の８０」と、「１００分の７５」と

あるのは「１００分の７０」とする。 
２ 平成２１年１２月に支給する期末手当の額は、第１６条及び前項の規定に基づき算定され

た額（以下「基準額」という。）から次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」
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という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる

ときは、期末手当は、支給しない。 
一 平成２１年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に職員（１級１号俸から５

６号俸までの職員、２級１号俸から２４号俸までの職員及び３級１号俸から８号俸までの

職員以外の職員（以下この項において「減額改定対象職員」という。）となった者にあっ

ては、その減額改定対象職員となった日）において減額改定対象職員が受けるべき俸給、

職責手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び単身赴任手当の基礎額の月

額の合計額に１００分の０．２４を乗じて得た額に、同月からこの改定の実施の日の属す

る月の前月までの月数（同年４月１日から当該実施の日の前日までの期間において、在職

しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期

間がある職員にあっては、当該月数を減じた月数）を乗じて得た額 
二 平成２１年６月１日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手

当及び業績手当の合計額に１００分の０．２４を乗じて得た額 
 
   附 則（平成 22･02･09 評基第 003 号） 
 （施行期日） 
第１条 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平成 22･12･01 評基第 002 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。 
（５５歳を超える職員の職責手当の減額支給） 
第２条 平成３０年３月３１日までの間、職員（職員給与規程別表に掲げる俸給表の適用を受

ける職員（再任用職員を除く。）のうち、その職務の級が６級以上である者（以下この条に

おいて「特定職員」という。）の５５歳に達した日後における最初の４月１日（特定職員以

外の者が５５歳に達した日後における最初の４月１日後に特定職員となった場合にあって

は、特定職員となった日）以後の職責手当は、第２条第２項又は第３項の規定にかかわらず、

同項の規定による額に１００分の９８．５を乗じて得た額（その額に１円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額）とする。 
（５５歳を超える職員の給与の減額支給） 
第３条 平成３０年３月３１日までの間、職員（職員給与規程別表に掲げる俸給表の適用を受

ける職員（再任用職員を除く。）のうち、その職務の級が６級以上である者であってその号

俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この条において「特定職員」

という。）に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が５５歳に達した日

後における最初の４月１日（特定職員以外の者が５５歳に達した日後における最初の４月１

日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日）以後、次の各号に掲げる給

与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 
一 地域手当 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当の月額に１００分の１．５を乗じ

て得た額（職員給与規程附則（平成 22･12･01 評基第 002 号）第２条に規定する最低号俸

に達しない場合（以下「最低号俸に達しない場合」という。）にあっては、同条に規定す

る俸給月額減額基礎額（以下「俸給月額減額基礎額」という。）に対する地域手当の月額） 
二 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に１００分の１．

５を乗じて得た額（最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する広

域異動手当の月額） 
三 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びに
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これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額（別表第１０の適用を受ける職

員にあっては、当該合計額に、当該合計額に別表第１０に定める割合（以下「役職段階別

加算割合」という。）を乗じて得た額（別表第１１の適用を受ける職員（以下この号にお

いて「管理監督職員」という。）にあっては、その額に、俸給月額に別表第１１に定める

割合（以下「管理職加算割合」という。）を乗じて得た額を加算した額）を加算した額）

に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第１６条第２項各号列記以外の部分に規定

する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める

割合を乗じて得た額に、１００分の１．５を乗じて得た額（最低号俸に達しない場合にあっ

ては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並び

にこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額（別表第１０の適用を受ける

職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に役職段階別加算割合を乗じて得た額（管理

監督職員にあっては、その額に、俸給月額減額基礎額に管理職加算割合を乗じて得た額を

加算した額）を加算した額）に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第１６条第２

項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末

手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額） 
四 業績手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びに

これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額（別表第１０の適用を受ける職

員にあっては、当該合計額に、当該合計額に役職段階別加算割合を乗じて得た額（管理監

督職員にあっては、その額に、俸給月額に管理職加算割合を乗じて得た額を加算した額）

を加算した額。以下「業績手当減額対象額」という。）に、当該特定職員に支給される業

績手当に係る第１９条第２項に規定する業績率を乗じて得た額に１００分の１．５を乗じ

て得た額（最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定

職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当

の月額の合計額（別表第１０の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額

に役職段階別加算割合を乗じて得た額（管理監督職員にあっては、その額に、俸給月額減

額基礎額に管理職加算割合を乗じて得た額を加算した額）を加算した額。以下「業績手当

減額基礎額」という。）に当該特定職員に支給される業績手当に係る第１９条第２項に規

定する業績率を乗じて得た額） 
五 職員給与規程第９条第１項から第５項まで又は第７項の規定により支給される給与 

当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額 
イ 職員給与規程第９条第１項 第一号から第四号に定める額 
ロ 職員給与規程第９条第２項又は第３項 第一号から第三号までに定める額に１００

分の８０を乗じて得た額 
ハ 職員給与規程第９条第４項 第一号及び第二号に定める額に、同項の規定により当該

特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 
ニ 職員給与規程第９条第５項 第一号から第三号までに定める額に、同項の規定により

当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 
ホ 職員給与規程第９条第７項 第三号に定める額に１００分の８０を乗じて得た額（同

条第５項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の

規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額） 
２ 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場

合における同項の減ずる額の計算は、日割計算による。 
３ 附則第１項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第１５条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額は、第１５条の２第１項の規定にかかわらず、同条の規定によ

り算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額並び



諸手当支給規程 22／36 

に職責手当及び寒冷地手当の月額の合計額を当該年度の１月当たりの平均所定勤務時間数

で除して得た額に１００分の１．５を乗じて得た額（最低号俸に達しない場合にあっては、

俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに職責手当

及び寒冷地手当の月額の合計額を当該年度の１月当たりの平均所定勤務時間数で除して得

た額）に相当する額を減じた額とする。 
 

（平成２２年１２月に支給する期末手当に関する特例措置） 
第３条 平成２２年１２月に支給する期末手当に関する第１６条第２項の規定の適用につい

ては、同項中「１００分の１３７．５」とあるのは「１００分の１３５」と、「１００分の

１１７．５」とあるのは「１００分の１１５」とする。 
２ 平成２２年１２月に支給する期末手当の額は、第１６条及び前項の規定に基づき算定され

た額（以下「基準額」という。）から次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」

という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる

ときは、期末手当は支給しない。 
一 平成２２年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの期間において職員以外の者又

は職員であって引下げ改定が行われない俸給月額を受ける職員（５５歳を超える職員及び

経過措置額を受ける職員を除く。）若しくは第２号任期付研究員からこれらの職員以外の

職員（以下「調整対象職員」という。）となった者にあっては、その調整対象職員となっ

た日）において調整対象職員が受けるべき俸給、職責手当、扶養手当、地域手当、広域異

動手当、住居手当及び単身赴任手当の基礎額の月額の合計額に１００分の０．２８を乗じ

て得た額に、同月からこの改定の実施の日の属する月の前月までの月数（同年４月１日か

ら当該実施の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかっ

た期間、調整対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数を減じた

月数）を乗じて得た額 
二 平成２２年６月１日において調整対象職員であった者に同月に支給された期末手当及

び業績手当の合計額に１００分の０．２８を乗じて得た額 
 

   附 則（平成 24･03･28 評基第 005 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
（平成２４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 
第２条 平成２４年６月に支給する期末手当の額は、第１６条の規定に基づき算定された額

（以下「基準額」という。）から次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」と

いう。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となると

きは、期末手当は支給しない。 
一 平成２３年４月１日（同月２日からこの改定の実施の日までの間において職員以外の者

又は職員であって引下げ改定が行われない俸給月額を受ける職員（経過措置額を受ける職

員を除く。）若しくは第２号任期付研究員からこれらの職員以外の職員（以下「減額改定

対象職員」という。）となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日）におい

て減額改定対象職員が受けるべき俸給、職責手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、

住居手当及び単身赴任手当の基礎額の月額の合計額に１００分の０．３７を乗じて得た額

に、同月からこの改定の実施の日の属する月の前月までの月数（同年４月１日から当該実

施の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、

減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数を減じた月

数）を乗じて得た額 
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二 平成２３年６月１日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手

当及び業績手当の合計額に１００分の０．３７を乗じて得た額並びに同年１２月１日にお

いて減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び業績手当の合計額に

１００分の０．３７を乗じて得た額 
（地域手当に関する経過措置） 

第３条 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間においては、別表第２中「木

更津市」とあるのは「木更津市及びつくば市」とする。 
 
 附 則（平成 25･02･21 評基第 001 号） 

（施行期日） 
第１条 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平成 26･03･25 評基第 004 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は制定の日から施行し、平成２６年２月２１日から適用する。 
 
   附 則（平成 26･12･02 評基第 015 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、平成２６年１２月２日から施行する。ただし、第７条第２項第二号の規 

定の適用は、平成２６年４月１日からとする。 
 
   附 則（平成 27･03･31 評基第 008 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第５条に規定する別表第２ 

の表中「化学物質管理センターのうち大阪市に置くもの」の適用は、平成２６年４月１日か ら

とする。 
（地域手当に関する経過措置） 
第２条 平成２８年３月３１日までの間においては、別表第２の表中、在勤所欄の「バイオテ

クノロジーセンターのうち木更津市に置くもの」にあって「１５／１００」とあるのは、「１

８／１００」とする。 
（広域異動手当に関する特例） 
第３条 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に職員がその在勤する所を

異 にして異動した場合における当該職員に対する当該異動に係る広域異動手当の支給に関

して は、第５条の２ 第１項第一号中「１００分の１０」とあるのは「１００分の８」と、

同項 第二号中「１００分の５」とあるのは「１００分の４」とする。 
（単身赴任手当に関する特例） 
第４条  平成３０年３月３１日までの間においては、第８条第２項中「３０，０００円」とあ

るのは「２６，０００円」とする。 
 
  附 則（平成 28･02･09 評基第 023 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、平成２８年２月９日から施行する。ただし、第２条第２項第一号に規定

する別表第１の２及び第５条に規定する別表第２の適用は、平成２７年４月１日からとする。 
（地域手当に関する経過措置の一部改正） 
第２条 附則（平成 27･03･31 評基第 008 号）第２条の項中、「１５／１００」を「１５．５／
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１００」に改める。 
 
  附 則（平成 28･03･29 評基第 029 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
（地域手当に関する経過措置の一部改正） 
第２条 附則（平成 28･02･09 評基第 023 号）第２条の項中、「１５．５／１００」を「１６／ 

１００」に改め、附則（平成 27･03･31 評基第 008 号）第２条の項中、「１８／１００」とあ 

るのは、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間においては「１７．５／１ ０

０」に、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間においては「１７／１０ ０」

に改める。 
（単身赴任手当に関する特例の一部改正） 
第３条 附則（平成 27･03･31 評基第 008 号）第４条の項中、「平成３０年３月３１日」を「平 

成２８年３月３１日」に改める。 
 
   附 則（平成 29･03･07 評基第 016 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
（平成３２年３月３１日までの間における扶養手当に関する特例） 
第２条 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は、第３条第１項ただし書及

び第４条第３項第三号から第六号までの規定は適用せず、第３条第３項及び第４条の規定の

適用については、第３条第３項中「扶養親族たる配偶者、父母等については１人につき６，

５００円（職員給与規程別表に掲げる俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であ

るもの（以下「８級職員」という。）にあっては、３，５００円）、前項第二号に該当する

扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につき１０，０００円」とあ

るのは「前項第一号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者」という。）について

は１０，０００円、同項第二号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）に

ついては１人につき８，０００円（職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち１人につ

いては１０，０００円）、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族（以下

「扶養親族たる父母等」という。）については１人につき６，５００円（職員に配偶者及び

扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち１人については９，０００円）」と、第４

条第１項中「扶養親族（９級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）がある場合、

９級以上職員から９級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」と

あるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨（新たに職員となった者に扶養親

族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がな

いときは、その旨を含む。）」と、同項第一号中「場合（９級以上職員に扶養親族たる配偶

者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。）」とあるのは「場合」と、

同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は前条第２

項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満２２歳に達した日以後の最初の３月３１

日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び９級以上職員に扶養親族たる配

偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。）」とあるのは「二 扶養親族

たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は前条第２項第三号若しくは第五

号に該当する扶養親族が、満２２歳に達した日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養

親族たる要件を欠くに至った場合を除く。） 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等

がある職員が配偶者のない職員となった場合（前号に該当する場合を除く。） 四 扶養親
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族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合（第一号に該当

する場合を除く。）」と、同条第２項中「扶養親族（９級以上職員にあっては、扶養親族た

る子に限る。）」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、９級以上職員から９級以上職員

以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養

親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が９級以上職員以外

の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「死亡した日、９級以上職員以外の職員か

ら９級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で前項の規定による届出に係る

ものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものが

ないときは、その職員が９級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第３

項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「において

は、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第１項第三号若しくは第四

号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これら

の日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改

定（扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが

扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該親族たる子に係る扶養手当の支給

額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であっ

て配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族た

る配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養

手当の支給額の改定を除く。）、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第１項

の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶

養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親

族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同

項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該

扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族（９級以

上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親族」とする。 
２ 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間は、第３条第１項ただし書及び第

４条第３項第三号から第六号までの規定は適用せず、第３条第３項及び第４条の規定の適用

については、第３条第３項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び

第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「（職員給与規程別表に掲げる

俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるもの（以下「８級職員」という。）

にあっては、３，５００円）、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、第４条第１項

中「扶養親族（９級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）がある場合、９級以上

職員から９級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは

「扶養親族」と、同項第一号中「場合（９級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要

件を具備するに至った者がある場合を除く。）」とあり、及び同項第二号中「場合及び９級

以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは

「場合」と、同条第２項中「扶養親族（９級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）」

とあるのは「扶養親族」と、「なった日、９級以上職員から９級以上職員以外の職員となっ

た職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項

の規定による届出に係るものがないときはその職員が９級以上職員以外の職員となった日」

とあるのは「なった日」と、「死亡した日、９級以上職員以外の職員から９級以上職員となっ

た職員に扶養親族たる配偶者、父母等で前項の規定による届出に係るものがある場合におい

てその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が

９級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第３項中「次の各号のいずれ

か」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一
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号」と、同項第二号中「扶養親族（９級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）」

とあるのは「扶養親族」とする。 
３ 平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までの間は、第３条第１項ただし書並びに

第４条第３項第三号及び第五号の規定は適用せず、第３条第３項及び第４条の適用について

は、第３条第３項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号か

ら第六号までのいずれかに該当する扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）」

と、「が８級」とあるのは「が８級以上」と、「８級職員」とあるのは「８級以上職員」と、

「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、第４条第１項中「扶養親族（９級以上職員に

あっては、扶養親族たる子に限る。）がある場合、９級以上職員から９級以上職員以外の職

員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中

「場合（９級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある

場合を除く。）」とあり、及び同項第二号中「場合及び９級以上職員に扶養親族たる配偶者、

父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第２項中「扶養

親族（９級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親族」と、

「なった日、９級以上職員から９級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶

者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るも

のがないときはその職員が９級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、

「死亡した日、９級以上職員以外の職員から９級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶

者、父母等で前項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる

子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が９級以上職員となった日」

とあるのは「死亡した日」と、同条第３項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、

第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、

同項第二号中「扶養親族（９級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）」とあるの

は「扶養親族」と、同項第四号中「８級職員が８級職員及び９級以上職員」とあるのは「８

級以上職員が８級以上職員」と、同項第六号中「８級職員及び９級以上職員」とあるのは「８

級以上職員」と、「が８級職員」とあるのは「が８級以上職員」とする。 
 
  附 則（平成 29･12･15 評基第 004 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、平成２９年１２月１５日から施行する。 
 
 附 則（平成 30･12･12 評基第 002 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、改正の日から施行する。ただし、第２条第２項に規定する別表第１の２ 

は平成３０年４月１日から、第１６条の規定は平成３１年４月１日から適用する。 
 
 附 則（20200329 評基第 003 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
（住居手当に関する経過措置） 
第２条 前条に規定する施行日の前日において同条の規定による改正前の第６条の規定によ

り支給されていた住居手当の月額が２，０００円を超える職員であって、施行日以後におい

ても引き続き当該住居手当に係る住宅（貸間を含む。）を借り受け、家賃（使用料を含む。

以下同じ。）を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの（人事院規則

で定める職員を除く。）に対しては、施行日から令和３年３月３１日までの間、改正後の第
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６条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額（当該住居手当に係る家賃の月

額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。以下「旧手

当額」という。）から２，０００円を控除した額の住居手当を支給する。 
一 改正後の第６条第１項各号のいずれにも該当しないこととなる職員 
二 旧手当額から改正後の第６条第２項の規定により算出される住居手当の月額に相当す

る額を減じた額が２，０００円を超えることとなる職員 
２ 前項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は別に定めるものとし、これらを定め

るまでの間は人事院規則に従う。 
 
 附 則（20200428 評基第 002 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、令和２年５月１日から施行する。 
 
 附 則（20201130 評基第 006 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、改正の日から施行し、令和２年１２月１日から適用する。 
第２条 令和２年１２月に支給する期末手当に関する第１６条第２項及び第３項の適用につ

いては、同項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１２５」と、「１００分

の１０７．５」とあるのは「１００分の１０５」とする。 
 
 附 則（20220330 評基第 018 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、改正の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 
（令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 
第２条 令和４年６月に支給する期末手当の額は、第１６条から第１８条の規定にかかわら

ず、これらの規定により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）

から、令和３年１２月に支給された期末手当の額に、同月一日（同日前１箇月以内に退職し

た者にあっては、当該退職をした日）における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞ

れ当該各号に定める割合を乗じて得た額（以下この項において「調整額」という。）を減じ

た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しな

い。 
一 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合 
  イ 特定管理職員以外の職員 １２７．５分の１５ 
  ロ 特定管理職員 １０７．５分の１５ 
二 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合 
  イ 特定管理職員以外の職員 ７２．５分の１０ 
  ロ 特定管理職員 ６２．５分の１０ 
２ 令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置に関し本規程に定めのない事項につ

いては人事院規則に従う。 
 
 附 則（20230328 評基第 032 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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附 則（20231201 評基第 005 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、改正の日から施行する。 
第２条 令和５年１２月に支給する期末手当に関する第１６条第２項及び第３項の適用につ

いては、第２項中「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分の１２５」と、「１００

分の１０２．５」とあるのは「１００分の１０５」とし、第３項中「１００分の６８．７５」

とあるのは「１００分の７０」、「１００分の５８．７５」とあるのは「１００分の６０と

する。 
 

附 則（20240327 評基第 011 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
 
 附 則（20250128 評基第 005 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、改正の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
第２条 令和６年４月１日に遡及して期末手当等が改定されることに伴い、この規定の運用に

関し必要な事項については、給与法を適用される国家公務員の例によるものとする。 
 
 附 則（20250317 評基第 009 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
第２条 第３条及び第７条に規定の別の定めを含め、その他この改正の運用に関し必要な事項

は別に定めるものとし、これらを定めるまでの間は、一般職の職員の給与に関する法律（昭

和２５年法律第９５号）の適用を受ける国家公務員の例による。 
（令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置） 
第３条 施行日から令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する第３条の規定の

適用については、同条第１項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、事

項第六号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、職員給与規程別表第１に掲げる一般職俸給

表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び職員給与規程別表第２に

掲げる専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が２級以上であるものに

対しては」と、同条第２項中「五 重度心身障害者」とあるのは「五 重度心身障害者 六 

配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」と、同条第３項

中「１３，０００円」とあるのは「１１，５００円」と、「とする」とあるのは「、前項第

六号に該当する扶養親族については３，０００円とする」とする。 
 
（令和１０年３月３１日までの間における地域手当に関する経過措置） 
第４条 施行日から令和１０年３月３１日までの間における地域手当の在勤所別地域手当支

給割合に関する第５条第２項に規定する別表第３の適用については、下表を適用する。 
 
別表第２ 在勤所別地域手当支給割合（第５条関係） 

 
在 勤 所 

 
地域手当支給割合 
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本所 ２０／１００ 
 
企画管理部のうち 
 大阪市に置くもの 
国際評価技術本部のうち 
 大阪市に置くもの 
製品安全センターのうち 
 大阪市に置くもの 

 
 
 

１６／１００ 
 
 
 

 
バイオテクノロジーセンターのうち 
 木更津市に置くもの 

 
１６／１００ 

 
中部支所 

 
 １４／１００   

 
中国支所 

 
    ９／１００  

 
九州支所 

 
    ９／１００ 

 
東北支所 

 
     ７／１００  

 
四国支所 

 
     ５／１００ 

 
北海道支所 

 
     ３／１００   

 
北陸支所 

 
     ３／１００  

 
（施行日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置 
第５条 地域手当に係る第５条及び前条の規定に係る施行日前に異動等のあった職員等の地

域手当については一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）の適用を受

ける国家公務員の例による。 
（通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置） 
第６条 通勤手当に係る第７条第４項及び単身赴任手当に係る第８条第４項の規定は、施行日

前に俸給表の適応を受ける職員となった者にも適用する。 
 

附 則（20260119 評基第 006 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、改正の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
第２条 令和７年４月１日に遡及して通勤手当等が改定されることに伴い、この規定の運用に

関し必要な事項については、給与法を適用される国家公務員の例によるものとする。 
 

附 則（20260330 評基第 027 号） 
（施行期日） 
第１条 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
（令和１０年３月３１日までの間における地域手当に関する経過措置） 
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第２条 施行日から令和１０年３月３１日までの間における地域手当の在勤所別地域手当支

給割合に関する第５条第２項に規定する別表第２の適用については、下表を適用する。 
 
別表第２ 在勤所別地域手当支給割合（第５条関係） 

 
在 勤 所 

 
地域手当支給割合 

 
本所 

 
２０／１００ 

 
経営企画部のうち 
 大阪市に置くもの 
電気安全評価センターのうち 
 大阪市に置くもの 
製品安全センターのうち 
 大阪市に置くもの 

 
 
 

１６／１００ 
 
 
 

 
バイオテクノロジーセンターのうち 
 木更津市に置くもの 

 
１６／１００ 

 
中部支所 

 
 １３／１００   

 
中国支所 

 
    ８／１００  

 
九州支所 

 
    ８／１００ 

 
東北支所 

 
     ８／１００  

 
四国支所 

 
     ４／１００ 

 
北海道支所 

 
     ４／１００   

 
北陸支所 

 
     ４／１００  

 
（経過措置） 
第２条 第４条及び第７条に規定の別の定めを含め、その他この改正の運用に関し必要な事項

は別に定めるものとし、これらを定めるまでの間は、一般職の職員の給与に関する法律（昭

和２５年法律第９５号）の適用を受ける国家公務員の例による。 
別表第１ 職責手当を支給する職名（第２条関係） 
    参与 
  技監 
   
  部長 
   
  所長 
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  次長 
    監査室長 
  認定統括官 

○○統括官 
○○統括官 

  センター長 
    支所長 
    課長 
  上席参事官 
  参事官 
 
別表第１の２ 職責手当額（定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短

時間勤務職員以外の職員）（第２条関係） 
職務の級 区 分 手当額 

10 級 一種 139,300 円 

９級 
一種 130,300 円 

二種 104,200 円 

８級 

一種 117,500 円 

二種 94,000 円 

三種 82,200 円 

７級 

二種 88,500 円 

三種 77,400 円 

四種 66,400 円 

６級 

三種 72,700 円 

四種 62,300 円 

五種 51,900 円 

六種 41,600 円 

５級 
四種 59,500 円 

五種 49,600 円 
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別表第１の３ 削除 
 
 
別表第１の４ 職責手当額（定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短

時間勤務職員）（第２条関係） 
 
職務の級 

 
区 分 

 
手当額 

 
10 級 

 
一種 

 
133,600 円 

 
 
９級 
 

 
一種 

 
112,900 円 

 
二種 

 
90,300 円 

 
 
 
８級 
 
 

 
一種 

 
99,800 円 

 
二種 

 
79,800 円 

 
三種 

 
69,800 円 

 
 
 
７級 
 
 

 
二種 

 
72,900 円 

 
三種 

 
63,800 円 

 
四種 

 
54,700 円 

 
 
 
６級 
 
 

 
三種 

 
56,200 円 

 
四種 

 
48,200 円 

 
五種 

 
40,100 円 

 
 
５級 
 

 
四種 

 
44,300 円 

 
五種 

 
36,900 円 
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別表第２ 在勤所別地域手当支給割合（第５条関係） 
 

在 勤 所 
 
地域手当支給割合 

 
本所 

 
２０／１００ 

 
経営企画部のうち 
 大阪市に置くもの 
電気安全評価センターのうち 
 大阪市に置くもの 
製品安全センターのうち 
 大阪市に置くもの 

 
 
 

１６／１００ 
 
 
 

 
バイオテクノロジーセンターのうち 
 木更津市に置くもの 

 
１６／１００ 

 
中部支所 

 
 １２／１００   

 
中国支所 

 
    ８／１００  

 
九州支所 

 
    ８／１００ 

 
東北支所 

 
    ８／１００  

 
四国支所 

 
    ４／１００ 

 
北海道支所 

 
    ４／１００   

 
北陸支所 

 
    ４／１００  
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別表第３ 単身赴任手当加算額（第８条関係） 
 
交

通

距

離 

 
100 ㎞ 
 以上 
300 ㎞ 
 未満 

 
300 ㎞ 
 以上 
500 ㎞ 
 未満 

 
 500 ㎞ 
  以上 
 700 ㎞ 
  未満 

 
 700 ㎞ 
  以上 
 900 ㎞ 
  未満 

 
 900 ㎞ 
  以上 
1100 ㎞ 
  未満 

 
1100 ㎞ 
  以上 
1300 ㎞ 
  未満 

 
1300 ㎞ 
  以上 
1500 ㎞ 
  未満 

 
1500 ㎞ 
  以上 
2000km 
 未満 

 
2000km 
 以上 
2500km 
 未満 

 
2500km 
 以上 
 
 

 
加

算

額 
 

 
   円 
8,000 
 
 

 
   円 
16,000 
 
 

 
    円 
24,000 
 
 

 
    円 
32,000 
 
 

 
    円 
40,000 
 
 

 
    円 
46,000 
 
 

 
    円 
52,000 
 
 

 
    円 
58,000 
 
 

 
  円 
64000 
 
 

 
  円 
70,000 
 
 

 
 
別表第４ 寒冷地手当額（第１１条、第１２条関係） 

 
 
 
寒冷地所在所 
 
 
 

 
世  帯  等  の  区  分 

 
世 帯 主  で あ る 職 員 

 
  
その他の職員  

 
 
扶養親族のある職員 
 

 
その他の世帯主で

ある職員 
 
 北海道支所 
（２級地） 

 
26,000 円 

 

 
14,500 円 

 

 
9,800 円 

 
  ※寒冷地所在所欄の「２級地」は国家公務員の寒冷地手当に関する法律 
   （昭和２４年法律第２００号）による区分 
 
 
別表第５  削 除 
 
 
別表第６  削 除 
 
 
別表第７  削 除  
 
 
別表第８  削 除 
 
 
別表第９  削 除 
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別表第１０ 役職段階別加算割合（第１６条、第１９条関係） 

俸給表 級 加算割合 

一般職俸給表 

１０級･９級･８級 ２０／１００ 

７級・６級 １５／１００ 

５級・４級 １０／１００ 

３級 ５／１００ 

専門スタッフ職俸給

表 

２級以上 ２０／１００ 

１級 １５／１００ 

 
 
任期付職員規程 
別表第１の号俸 

加算割合 
 

 
５号俸以上 

 
２０／１００ 

 
４号俸・３号俸 

 
１５／１００ 

 
２号俸・１号俸 

 
１０／１００ 

 
 
別表第１１ 管理職加算割合（第１６条、第１９条関係） 

種  別 加算割合 
 

１種 
 

２５／１００ 
 

２種 
 

１５／１００ 
 
任期付職員規程 
別表第１の号俸 

加算割合 
  

 
６号俸以上 

 
２５／１００ 

 
５号俸 

 
１５／１００ 
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別表第１２ 業績手当在職期間割合（第１９条関係） 
 
         在職期間 

 
期間割合 

 
６箇月 

 
 100/100 

 
５箇月１５日以上６箇月未満 

 
  95/100 

 
５箇月以上５箇月１５日未満 

 
  90/100 

 
４箇月１５日以上５箇月未満 

 
  80/100 

 
４箇月以上４箇月１５日未満 

 
  70/100 

 
３箇月１５日以上４箇月未満 

 
  60/100 

 
３箇月以上３箇月１５日未満 

 
  50/100 

 
２箇月１５日以上３箇月未満 

 
  40/100 

 
２箇月以上２箇月１５日未満 

 
  30/100 

 
１箇月１５日以上２箇月未満 

 
  20/100 

 
１箇月以上１箇月１５日未満 

 
  15/100 

 
１５日以上１箇月未満 

 
  10/100 

 
１５日未満 

 
   5/100 

 
零 

 
    零 

 
 


